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※一定のレクリエーション（業として行うも
のを除く）の用に供する船舶（いわゆるプレ
ジャーボート）は除外。

　令和７年３月 31 日までは、課税免除とす
る経過措置あり。
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eL-QR（地方税統一 QR コード）を活用した納税
　eL-QRが付いた納付書では、全国の金融機関等窓口、地方税お支払サイトを利用したMPN（マルチペイ

メントネットワーク）、クレジットカード払い及びスマートフォン決済アプリでの納税ができます。

詳しくは、地方税お支払いサイトでご確認ください。https://www.payment.eltax.lta.go.jp/

　自動車税種別割、個人事業税、不動産取得税については、クレジットカード又はインターネットバンキ

ングでも納付することができます。

　パソコン、スマートフォン、タブレット端末等から 24 時間納付手続きができます。

1 週間

※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。



　eL-QR（地方税統 QRコード）に対応するスマートフォン決済アプリから eL-QRを読み取ることにより、

納付することができます。

　自動車税種別割、個人事業税、不動産取得税については、納税通知書等に記載しているコンビニエンスス

トアでも納付することができます。納付可能なコンビニエンスストアについては 44ページをご覧ください。

７ ７

６

６

６

６

利用できるスマートフォン決済アプリは、地方税お支払いサイトの
スマートフォン決済アプリ一覧をご確認ください。　

地方税お支払いサイト



（未登記の場合）





eL-QR（地方税統一QRコード）に対応した金融機関

http://www.eltax.lta.go.jp/kyoutsuunouzei/kinyukikan/

詳しくは、eLTAXホームページから共通納税対応金融機関をご確認ください。





FAX0897-56-0716

F A X 　089-915-0671

FAX0898-25-4100

FAX0895-22-7590

FAX0894-22-4110
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推進



６

総務部行財政推進局税務課



６

s



６



６

愛媛県総務部行財政推進局税務課


